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本書のご利用にあたって 

 

１．本書の構成 

第１部：金型管理に関する法令と実務 

量産中・量産後における法律関係、金型を使用して製作する部材等の手配が

見通せない場合の法律関係・補填すべき利益、返却又は廃棄の時期及び方法、

他法令との関係など、金型管理に関する法令と実務を確認・検証した結果を

解説しています。 

第２部：金型廃棄等業務フロー 

生産終了から廃棄等までの標準的な業務手順・フローを紹介しています。 

第３部：金型寄託契約書（ひな型） 

量産終了後の金型寄託契約において、あらかじめ取り決めしておくべき項目

を紹介しています。 

第４部：申請書等各種様式（標準フォーマット） 

生産終了から廃棄等までのプロセスにおいて使用する各種申請書・報告書等

の標準様式（フォーマット）を紹介しています。 

 

２．凡例 

本書では法令等は次の例によります。 

①民・・・・・・・・民法 

②商・・・・・・・・商法 

③下請法・・・・・・下請代金支払遅延等防止法 

④倉・・・・・・・・倉庫業法 

⑤下請法運用基準・・下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準 

⑥振興基準・・・・・下請中小企業振興法第３条第１項に基づく振興基準 

 

３．ご注意 

（１）第２部から第４部は、あくまで当協会での検討結果に基づく標準的な手順・フロー、

様式等を紹介するものであり、各社で必要な項目、不要な項目等ある場合は、適宜、

追加・削除等をご検討ください。 

（２）本書の内容は、十分検討を行い、関係官庁の指導等を反映したものにすべく正確性

を期しておりますが、あくまで当業界の指針であり、行政当局の実際の指導内容等

を保証するものではありません。 

また、当局の指導内容等が変化していくこともありえますので、この点ご留意くだ

さい。 
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結論 
 親事業者が下請事業者に貸与した金型において、最後に使用した生産後、次

回生産を見通せない場合は、使用貸借関係は終了し、下請事業者には金型の返

還義務が生じる。その返却行為に必要な期間経過後は商事寄託としての性格も

失われるため、親事業者が金型の返還を受け入れない場合は、受領遅滞に陥り、

下請事業者の保管上の注意義務は軽減される。そして、下請事業者が義務なく

して金型等を保管している状態となり、下請事業者の保管事務負担※のもとで、

親事業者が保管事務の負担を免れるという利益を得ることになるので、この得

失は是正されなければならない。 
 また、最終生産から５年を経たときは、親事業者が有する返還請求権は消滅

時効が完成し返還請求は困難となる。 
 

※「事務」＝業務遂行の意義。「委任事務
．．

」の場合に同じ 

 
１．量産中の法律関係 

金型の新造は、部品成形のために金型による成形方法を合意する※1 ことにより開始さ

れ、親事業者においてその費用を負担し、試打ち品の納入※2 を契機として占有改定（民

183）を行う。そして、試打ち品検査合格により金型についても検査合格となり、（多く

の親事業者ではその基本契約書の規定に従い）所有権が親事業者に移転し、以後、下請

事業者は親事業者のために代理占有（民 181）する。 
※１ メーカ認定（ISO9001 の要求事項。）や部品／製品認定において「金型により部品を成形する」

ことが提出書面（メーカの「製造規格」「品質規格」のコピー等）により確認されている。個

別手配においては、それを前提にし、特段の明示がなくとも当然に当事者間の合意事項となる。 

※２ 下請法では、試打ち品の給付受領であると同時に、金型の給付受領の意義を併せ持つ。 

この代理占有は、部品成形のために必要な道具の貸借として使用貸借（民 593）の関係

によるものであり、また同時に、部品成形という商取引を目的とした商事寄託（商 593）
の性格も持つ。 
使用貸借関係であるから、貸借費用は無償であり民法上の寄託関係では「自己の財産に

対するのと同一の注意」を持って保持管理すべきとされるが、商事寄託では、一見無償で

あっても、その基底にある何らかの商事取引関係（商事売買、商行為である請負等）の対

価ないし報酬に所要費用が含まれているのが一般的であり（つまり、実質的に有償）、また

商人間取引としての信頼関係上、当然に「善良な管理者の注意義務」が課されている。 
量産部品の製造委託が定期的に行われている限り、これらの法律関係により、借り受

け占有し管理責任を持つ。 
非常に売れ行きの良い製品用の部品であり、常時、金型が成形機械にセットされてい

る場合は継続して「使用収益」中であり、「保管」を観念する余地はない。 


